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三重県土地家屋調査士会「境界問題相談センターみえ」運営規程 

 

 

（目 的） 

第１条 この運営規程は、境界問題相談センターみえ規則（以下「規則」という。）の規定に基づき、

境界問題相談センターみえ（以下「本センター」という。）の運営に関し必要な事項を定めることを

目的とする。 

 

（相談員及び調停員の責務） 

第２条 相談員は、規則第２条の目的を達成するため、懇切丁寧を旨とし、公平な立場に立って、事実 

関係、事情及び現在の状況を聴き、必要な指導助言を行う。 

２ 調停員は、規則第２条の目的を達成するため、懇切丁寧を旨とし、公平な立場に立って、当事者双 

方から事実関係、事情及び現在の状況を聴き、解決案を提示するなど、話し合いを旨とした手続を進

め、条理に適う、実情に即した、公正かつ迅速な紛争解決に努めなければならない。 

 

（事務局） 

第３条 本センターの事務局は、受付、連絡、送達、その他運営に関して必要な事務を処理し、手続実 

施記録その他保存すべき書類及びこれらを記録した電磁的記録を保管する。 

２ センター長は、事務局職員のうちから責任者（以下「事務局長」という。）を任命して、本センタ

ーの事務を処理させ、又は保存書類等を保管させる。 

 

（掲示及び公開） 

第４条 規則及びこの規程に定める事項は、その書面を事務所の窓口に備え置くものとする。 

 

（備付け書類等） 

第５条 本センターの事務局に、次に掲げる書類を備える。 

 (１) 運営委員名簿 

 (２) 相談員候補者名簿及び調停員候補者名簿 

 (３) 調査、測量又は鑑定実施員（以下「鑑定実施員等」という。）候補者名簿 

 (４) 相談申出人に対する説明書 

 (５) 調停の当事者に対する説明書 

 (６) 相談申出書及びに調停申立書等の各種書式及び様式 

 (７) 相談申出書受付簿及び調停申立書受付簿 

 (８) 基本調査申出書、調査・測量又は鑑定等申出書 

 (９) 期日簿 

 (10) 相談事件簿及び調停事件簿 

 (11) 相談記録及び相談期日調書並びに調停期日調書 

 (12) 送達報告書写綴り 

 (13) その他本センターの事業の実施について必要な書類 

２ 前項の書類の様式の制定及び変更は、境界問題相談センターみえ運営委員会（以下「運営委員会」 

という。）で定める。 
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（受 付） 

第６条 本センターの受付時間は、毎週月曜日から金曜日までの午前９時から午後５時までとする。 

  ただし、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日、１２月２８日か

 ら１月４日まで及び三重県土地家屋調査士会（以下「本会」という。）の総会の開催日等で本会が特

 に定める日を除く。 

 

（相談員候補者及び調停員候補者の欠格事由の確認） 

第７条 センター長は、相談員候補者及び調停員候補者について欠格事由の有無を毎年定期的に確認し 

欠格事由がある場合は、当該候補者を名簿から削除する。 

 

（利害関係の確認） 

第８条 センター長は、担当調停員として選任しようとする調停員候補者に対し、申立て受理及び相手 

方の応諾の状況を説明し、関係書類を閲覧させ、利害関係の有無を確認させたうえで、規則第１７条

第１項に規定する事項の有無について報告させるものとする。 

２ 担当調停員として選任された調停員候補者は、規則で定める他特別の支障がある場合を除き、受任 

を拒んではならない。 

 

（秘密の保持） 

第９条 相談員、調停員、運営委員、本会の役員、鑑定実施員等及び本センターの事務に従事する事務 

職員は、本センターに係る秘密を保持しなければならない。 

２ 相談員、調停員及び鑑定実施員等は、その担当事件について職務上知り得た事実について、規則並 

びに本規程に定めるほか、他に開示してはならない。 

 

（忌避調査委員会） 

第10条 規則第１８条第４項で定める忌避調査委員会は、指名された委員の互選により委員長を選出し 

委員会を運営する。 

２ 忌避調査委員会は、調停の公正を妨げるおそれがある事由の有無について、調停員及び忌避申出当 

事者から事情を聴取する等の調査をし、忌避の要否について審議するものとする。 

３ 委員長は、忌避の要否の審議が終了したときは、速やかに、センター長に報告しなければならない 

 

（解任の調査等） 

第11条 担当調停員に選任された者は、選任された後に規則第１７条第１項の規定に該当するおそれが 

あることとなったときは、直ちにセンター長に申し出なければならない。 

２ 規則第１９条第２項第 (１) 号及び第 (３) 号の規定に該当するか否かの判断は、センター長が事 

 実関係を調査し、又は調停員本人に確認して行うものとする。 

 

（保存書類の管理等） 

第12条 センター長は、規則第２５条第１項に基づく相談記録の保存並びに同４２条第１項に基づく手 

続実施記録（期日調書及び附属書類を含む。以下この条において同じ。）の保存の取扱い責任者とし

て事務局長を任命し、事務局の施錠のできる収納庫等に保管させるものとする。 

２ 保存期間を経過した相談記録及び手続実施記録を廃棄するときは、文書の記載事項が判読できない 

ように裁断する等の方法により記録された情報が復元できないように完全に消去する。 
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（相談経由の例外） 

第13条 規則第２７条但書の適用は、運営委員会の決議による。 

 

（担当調停員等の選任） 

第14条 規則第２３条第１項で定める担当相談員及び規則第３３条第１項で定める担当調停員の選任は 

それぞれ相談員候補者名簿及び調停員候補者名簿に登載されたもののうちから、規則第１５条第２項

の規定を踏まえて、本センターが実施した研修履歴、相談及び調停の担当履歴及び地域性等を考慮し

て選任するものとする。 

２ 前項の選任にあたっては、次の各号のいずれかに該当する調停員候補者等は対象者から除外するも 

のとする。 

(１) 相談申出又は調停申立に係る土地又は相手方の土地について調査、測量を受託したことがある者 

(２) 当事者又はその代理人と信頼関係にあるとセンター長が認める者 

３ 前項各号に該当する者の判断は、センター長が調停員候補者等の本人に確認して行うものとする。 

４ 当事者双方から特定の担当調停員を希望する申出があったときは、規則第１７条第１項及び本条第 

２項の規定に該当しないときに限り、申出を尊重して選任するものとする。 

 

（運営委員会に対する報告） 

第15条 運営委員会は、担当相談員及び担当調停員に対し、担当事件の実施状況について適宜報告を求 

めることができる。 

                             

（鑑定実施員等の選任） 

第16条 センター長は、規則第３７条で定める鑑定実施員等の選任にあたっては、鑑定実施員等候補者 

名簿のうちから、事件の内容を判断して選任をする。 

 

（記録の閲覧・写しの請求）                                

第17条 規則第４４条第２項で定める手続実施記録の閲覧又は謄写（以下「閲覧等」という。）を求め 

るときは、その理由を記載した手続記録の閲覧・謄写請求書を、本センターに提出しなければならな

い。 

 

（苦情処理） 

第18条 センター規則第４７条第２項に定める苦情処理委員会については、土地家屋調査士１人以上、

弁護士１人以上の構成によることとする。 

２ 苦情の処理にあたっては、苦情を申立てた者（以下「苦情申立人」という。）に対し誠実に対応し 

信頼を損なうことのないよう留意し、迅速に問題を解決しなければならない。 

３ 苦情の申立ては書面をもって行うことを原則とする。ただし、軽微な苦情・要望については、口頭 

で申し入れることができる。 

４ 苦情処理委員会において、申立てられた苦情内容の調査（以下「調査」という。）が必要であると 

判断される場合には、規則第２５条第１項及び第４２条第１項に定める保存記録について開示を求め

ることができる。 

５ 苦情処理委員会は、調査において必要と判断される場合に、苦情申立人、関係人等から事情聴取を 

実施することができる。この場合、本センターで行うことを原則とする。 

６ 苦情処理委員会は、運営委員会に、調査結果に苦情処理の意見を添えて報告する。ただし、苦情の 
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内容が関係人等の法令・センター規則・本規程の趣旨を逸脱した行為によるものでないことが明らか

な軽微なものであるとみなせる場合、前段の報告は口頭によるものでも差し支えない。 

７ 申立てのあった苦情に対する処理期間は概ね１ヶ月を目標とする。ただし、苦情処理委員会の調査 

が１ヶ月を超える場合、センター長に中間経過報告を行わなければならない。 

８ 運営委員会の苦情処理決議内容で、必要があると判断される場合には、本会並びに三重弁護士会に 

報告する。また、苦情申立人にはその旨書面をもって通知する。 

９ 第３項但書及び第６項後段の口頭による報告の場合、苦情申立人への通知についてセンター長の判 

断で書面によらない簡易な方法を選択することもできる。 

10 前項の場合においても、処理内容を記録する。 

 

（相談員、調停員及び鑑定実施員等の報酬） 

第19条 相談員及び調停員に支払う旅費及び報酬は、次に掲げるところによる。 

 (１) 相談（１回あたり）   弁護士相談員 弁償費５，０００円及び本会旅費規程による運賃等 

               調査士相談員 本会の旅費規程を準用する。 

 (２) 期日日当（１回あたり） 弁護士調停員 弁償費５，０００円及び本会旅費規程による運賃等 

               調査士調停員 本会の旅費規程を準用する。 

 (３) 成立報酬（１件あたり） 弁護士調停員 １００，０００円 

               調査士調停員  ５０，０００円 

２ 鑑定実施員等に支払う報酬は、調査・測量又は鑑定実施前に当事者へ提示した見積金額より、調査 

・測量又は鑑定終了後に精算した金額とする。 

 

（運営委員の旅費） 

第20条 運営委員に支払う旅費は、本会の旅費規程を準用する。 

 

（規程に定めのない事項） 

第21条 この規程に定めるもののほか、本センターの運営に当たって必要な事項は、運営委員会の決す 

るところによる。 

 

（規程の改廃） 

第22条 この規程の改廃は運営委員会の意見を聞いて、本会の理事会の決議による。 

 

附 則 

(施行期日) 

１ この規程は、平成２５年８月２１日から施行する。 


